
 

参考：国土交通省ＨＰ「特定小型原動機付自転車について」「２.道路運送車両の保安基準」より引用 
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 ★ 運転免許は不要！ 

 ★ 16 歳未満の運転禁止！ 

 ★ ヘルメット努力義務 

    
令和５年 

７月１日施行 

※ナンバープレートも必要です！ 

※性能等確認済シール等が付けられている
ものは、この基準を満たしています。 

   


